
 

 

様式第十八の四（第１１条の３第３項関係） 

 

認定事業適応計画の概要の公表 

 

１． 認定の日付 

令和６年１月２９日 

 

２． 認定事業適応事業者の名称 

近江鍛工株式会社 

 

  ３．認定事業適応計画の内容 

（１）事業適応に係る事業の目標 

近年、大手企業を中心に気候変動問題への対策が求められる社会的背景の中、そのサプラ

イチェーンに含まれる企業としても、製品の製造時に排出されるＣＯ２の排出量削減が必要と

されている。エネルギー使用量の多い近江鍛工株式会社にとっては、気候変動対策への対応は

今後の企業存続に関わる重要課題であるととらえ、製品の製造時に排出されるＣＯ２を減少し

ていくことで、付加価値の創出と環境への負荷低減を両立させていく。 

 

  （２）その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しく

は提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標 

２０２３年度より事業適応計画を開始し、２０２５年度（目標年度）までに同社の生産拠

点である信楽工場の炭素生産性を１０．５％向上することを目標とする。 

 

  （３）財務内容の健全性の向上を示す目標 

２０２５年度（計画終了年度）に経常利益を計上することを目標とする。 

 

  （４）事業適応の類型 

エネルギー利用環境負荷低減事業適応 

 

  （５）計画の対象となる事業（日本標準産業分類における中分類名称及びその分類コード） 

鉄工業（２２）（鍛工品製造業（２２５４）） 

（選定の理由） 

 計画の対象となる事業は、主に鍛造製品を製造するものであるため。 

 

  （６）事業適応の具体的内容 

 信楽工場では、高温に熱した鉄をリング形状に成形するために大型リングミルを使用して

いる。この設備は、信楽工場で生産される３，０００ｍｍ以上のリングの製造に使用してい

るが、３，０００ｍｍ～４，５００ｍｍのリング製造において無駄が多く、エネルギー効率



 

 

や精度に課題があった。 

計画初年度では、３，０００ｍｍ～４，５００ｍｍの製造工程を、ドイツ製のリングミル

に置き換える。これにより使用電力容量が３５．１％低減する。また、加工時間の１０％程

度の短縮を見込む。よって、電力消費に伴うＣＯ２排出量を減少できる。加えて、高精度な

加工が可能となる事から、これから市場拡大が見込まれる洋上風力発電等の軸受け向けリン

グの受注拡大を目指すことで、炭素生産性向上が可能である。 

 計画２年目では、信楽工場社屋・工場の屋根に太陽光発電パネルを設置することで、使用

電力の一部再エネ化を実施し、ＣＯ２排出量の削減を行う。 

 また、目標年度に向けて、Ｊクレジットや非化石証書等の購入などの環境投資を段階的に

行う。同社は鉄の鍛造を行う工業炉で多くのＬＰＧ・ＬＮＧを使用するが、現状では代替え

燃料やエネルギーは技術的にも実装できる水準に達しておらず、計画最終年度の２０２５年

度においても同様の状況である事が想定される。よって、再エネ電力の活用やＪクレジット

等の購入量でオフセットすることによって、炭素生産性の向上を図る。 

 

  （７）事業適応の開始時期及び終了時期 

開始時期２０２４年１月 

終了時期２０２６年１１月 


